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2024 年 10 ⽉ 31 ⽇ 

お客様各位 

インド向け輸出 マニフェスト規則のご案内 

Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations(SCMT) 
 
拝啓 貴社ますますご盛栄のことお喜び申し上げます。平素は格別のご⾼配を賜り、厚くお礼申し上げます。 
インド税関の通達により、インド全港向け輸出貨物につき、下記マニフェスト規則が適⽤となりますのでご案内申し
上げます。対象のお客様に於かれましては B/L Instruction(D/R・ACL)上へ情報のご提供をお願い申し上げ
ます。 

敬具 
記 

 
船 社 ︓ NAMSUNG SHIPPING 
対象貨物 ︓ ⽇本発 インド向け輸出貨物 (インド積み替え貨物含む) 
記載事項  ︓  

Consignee, 
Notify party 欄 

社名 Full name of importer 
住所 Full address including postal code of importer 
連絡先 e-Mail ID & Contact details of importer 

Description 欄 

PAN (10 digit) Permanent Account Number of importer 
GSTIN (15 digit) GST Identification Number of importer 
IEC (10 digit) Import and Export Code of importer 
HS Code (6 digit) ※代表だけでなく全てご記載ください 
Full cargo description  
Net Weight  

 
万が⼀、情報に不備や漏れがあった場合は、現地での通関及び貨物のお引渡し時に⽀障をきたす可能性がござ
います。その際に発⽣する追加費⽤及び付随する諸問題につきまして、当社では⼀切の責任を負いかねますので
ご了承ください。現地での円滑な税関⼿続きのため、何卒ご協⼒を賜りますようお願い申し上げます。 
 

以上 
 
 

ご不明な点は弊社セールス / カスタマーサービスまでお問合せください。 👉 support@nsl-japan.co.jp 
NAMSUNG SHIPPING CO.,LTD. / DONGYOUNG SHIPPING CO.,LTD. 

⽇本総代理店︓南星海運ジャパン株式会社（NAMSUNG SHIPPING JAPAN, LTD.） 

http://www.nsl-japan.co.jp  


